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令和６年１月定例教育委員会  会議録 

◇開 会  令和６年  １月２５日（木） 午前 ９時００分 

◇閉 会  令和６年  １月２５日（木） 午前 ９時３０分 

◇会 場  ３Ｆ「教育委員会会議室」 

◇出席者  教育委員会 

・教育長             片 山 則 昭 

・教育長職務代理者        𠮷 竹 主 税 

・教育委員            安 田 真 理 

・教育委員            上 羽 裕 樹 

・教育委員            中 川 卯 衣 

・教育部長            足 立   勲 

・教育部次長兼学校教育課長    池 内 晃 二 

・教育総務課長          足 立 安 司 

・社会教育・文化財課課長     小 畠 崇 史 

・恐竜課長            田 原 弘 義 

・教育総務課副課長兼学校給食係長  塩 見 良 一 

・教育総務課総務係長       足 立 真 澄 

まちづくり部 

・まちづくり部長         福 井   誠 

・まちづくり部次長兼文化・スポーツ課長  谷 水   仁 

・人権啓発センター所長      堂 本 祥 子 

 

（片山教育長）       それでは皆さん、おはようございます。夕べから雪のことも心配だったの

ですが、幸い警報等は、丹波市は昨夜のうちに解除になっておりまして、そ

んなにたくさん降らなくてよかったと思っております。 

ただいまから、１月の定例教育委員会を開催いたします。 

会の進行上、発言の際には必ず氏名を名乗ってから発言していただきます

よう、お願いいたします。 

 

日程第１          前回会議録の承認 

 

（片山教育長）       日程第１、前回会議録の承認についてですが、１２月２１日の定例教育委

員会会議録の承認は、𠮷竹教育長職務代理者と中川委員にお願いいたしまし

た。 

 

日程第２          会議録署名委員の指名 

 

（片山教育長）       日程第２、会議録署名委員の指名についてですが、本日の会議録の署名は、

上羽委員と𠮷竹教育長職務代理者にお願いいたします。 

 

日程第３          教育長報告 

 

（片山教育長）       日程第３、教育長報告に入ります。 

別紙を御覧ください。 

２１日、定例教育委員会がございましてその後、「トライやる・ウィーク」

の推進協議会、その後、市町村教育委員会の研究協議会後期の分がオンライ

ンでございまして、部活動の地域移行について、全国どうなっているのかと

いう情報交換がありましたが、皆さん御存じのようになかなか国の方針がは

っきりしない中で、どこも前へ進めるのが難しいといった意見が出ておりま

した。唯一、静岡県の掛川市だけが、令和８年度から中学校の部活動は全部
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なくすという方針で、令和３年か４年ぐらいから準備にかかっているという

話がございましたので、資料は取り寄せて、中学の校長先生等には、参考ま

でにと渡しておきました。 

２５日、議会本会議最終日でございまして、全て採決されました。 

２８日が、仕事納め式、新年明けまして、元旦からいろいろなことがあっ

たのですが、２日の日には、令和６年美和地区の新年祝賀会、震災もあった

ので、長居はせず帰らせていただきました。 

４日は、仕事始め式、市長の訓示として、市役所の職員１，０００人ほど

いるのですが、１，０００人の力で今年は前進させたいということを申され

ましたのでお伝えしておきます。 

５日の政策会議は、森づくりのビジョンについていろいろ報告があったの

ですが、中が十分じゃなかったので、またもう１回やり直しという意見がた

くさん出ました。 

それから同日ですが、その管外管理職で激励訪問ということで、丹波市か

ら宝塚市仁川小学校の校長で赴任している山下さんのところへ、次長と一緒

に行き状況を聞いてきました。特に大きな問題はなかったです。 

６日は、丹波青年会議所２０２４年１月の新年例会。 

７日には、二十歳のつどいがあったのですが、本当に、どの会へ出ても、

「明けましておめでとうございます」とか「おめでとうございます」とか言

いにくい年でして、なかなか、ちょっと立って礼をするだけとか、「今年もよ

ろしく」ぐらいの、そんな挨拶でちょっと皆とどめるような感じになりまし

た。 

１０日の日は、教育部の管理職会議、毎月やっている分ですが、この５日

にあった政策会議の報告等を中心に行いました。 

同じく１０日の日は、昼、丹波市小学校の校長会と氷上町の「わく歯科」

講演会でして、「経営の立場から」ということで管理職の先生方に役に立った

らということで、たくさんいろいろなことを勉強されていまして、選択理論

心理学とか言われていました。私も参考になることがたくさんありました。 

１１日からは、何回か校長面談って入っていますが、来年度のことについ

て、校長先生方と希望のある人だけ面談をしました。それから、令和６年度、

丹波市経済団体新春交流会ということで、これも企業の方とお話させていた

だきました。 

１２日は、第１０回の本年度小・中学校長会。 

１３日土曜日は、歴史文化体感フェスタｉｎ丹波、五感で楽しむ伝統文化

ということで、能が春日文化ホールでございまして、上田さんという方が、

丹波市出身でやっておられるのですが、なかなか体験できないことが見られ

ましたので、よかったなと思っています。 

１５日、令和６年能登半島地震に伴う緊急消防援助隊派遣発隊式というこ

とで、それ以前にも丹波市の職員、もう既に出かけているのですが、このと

きは消防署に行ってきました。それから校長面談がありました。 

１６日の日は、兵庫県令和６年度の公立学校教職員採用予定者に係る面談。 

１７日、同じく校長面談と採用予定者に係る面談がございました。 

１８日は、丹波市防災会議。それから丹波市国民保護協議会、これは、北

朝鮮がミサイルを発射したときにどう対応するかの連絡のような感じです。 

１９日は、令和６年能登半島地震に伴う水道部職員の出発式、春日町でご

ざいました。３人が給水車を持って行かれました。水を積んで行くと運転が

しにくいらしくて、空で行って向こうで水を調達して必ずそれから行くとい

う話でした。 

２０日土曜日は、高校魅力化事業で行っているｅスポーツ部の交流会、地

域の人と「ゲームであそぼう」ということで、芦田集学校でありましたので、
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私も市長とともに参加してきました。ボーリング、ビリヤード、ぷよぷよと

かいっぱいあったのですが、私は全然うまくできなくて、でも子どもたちは

喜んでやっておりました。 

２３日、昨日まで「Ｂ＆Ｇ全国サミット」に行ってきました。これはプー

ルとか体育館とか、海洋センターとかを建ててもらっているところの、全国

の教育長、市長が来る会議でございまして、竜学でお世話になりました勝山

市の市長が来られていましたので御挨拶しました。 

本日ですが、この後、定例協議会の後、丹波少年自然の家の事務組合教育

委員会会議、午後からは、障がい者就労支援機関と教育委員との意見交換会、

令和５年度第２回丹波市総合教育会議がございますので、長時間ですが、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

２９日月曜日が、市島地域市立小学校統合準備委員会、竹田・前山地域部

会ということになっております。 

私からの報告は以上です。ただいまの報告につきまして、何か質問はござ

いませんか。 

質問がなければ、教育長報告を終わります。 

 

日程第４          協議事項 

 

              議案第１号 令和６年度丹波市の教育（実施計画）について 

 

（片山教育長）       日程第４、協議事項に入ります。 

議案第１号 令和６年度丹波市の教育（実施計画）について、事務局より

説明お願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、議案第１号 令和６年度丹波市の教育（実施計画）について、

御提案を申し上げます。 

資料の別冊を御覧ください。 

この実施計画につきましては、令和元年度に策定いたしました第２次丹波

市教育振興基本計画の単年度の計画として位置付けるものでございます。 

１１月の定例教育委員会で、教育振興基本計画の施策体系に基づく各施策

について御協議をいただき、１２月の定例教育委員会では、１ページ、２ペ

ージに記載の重点施策と合わせて、該当各施策についても御協議をいただい

たところでございます。その後、御意見をもとに一部修正をし、また１ペー

ジの上段には、前段の説明としてという部分と、全てにつながりますウェル

ビーイングの向上と、子どもの権利の保障される教育環境を目指すというと

ころについて加えたところです。基本的には、１１月、１２月に御協議いた

だいた内容を、一部修正した内容と変わりがございませんので、本日は詳細

の説明を省略させていただきます。 

以上で議案第１号 令和６年度丹波市の教育（実施計画）について、の提

案説明とさせていただきます。 

 

（片山教育長）       それでは、委員から何か意見、質問等がありましたらお願いいたします。 

それでは、質疑がなければ採決いたします。 

議案第１号 令和６年度丹波市の教育（実施計画）について、を採決いた

します。同意される委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手） 

 

（片山教育長）       挙手全員でございます。よって、議案第１号、令和６年度丹波市の教育（実
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施計画）について、を承認いたします。 

 

              議案第２号 吉見・三輪統合小学校の校名決定について 

 

（片山教育長）       続きまして、議案第２号 吉見・三輪統合小学校の校名決定について、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、議案第２号 吉見・三輪統合小学校の校名決定について、御説

明を申し上げます。 

資料は３ページでございます。 

吉見小学校と三輪小学校が統合し、令和８年４月開校予定の統合小学校の

校名を丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会、吉見・鴨庄・三輪地域部

会において選定をされました。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２１条の規定により、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

１の統合小学校名は、丹波市立市島小学校とします。 

２の開校予定日は、令和８年４月１日。 

３の開校予定場所は、丹波市市島町上田２２２番地の１です。 

なお、校名選考経過でございますが、募集方法、募集結果につきましては、

市島町在住の方、または市島地域の小・中学校を卒業された方を対象に、令

和５年８月１４日から１０月１３日の約２カ月間募集を行い、全体で３３２

件、１４５校の応募がありました。選定結果につきましては、同地域部会で、

１次選考で、委員で選んでいただき、３候補に校名を絞っていただきました。

当日出席委員１１名の投票により、最終、市島に決定いただきました。 

以上で、吉見・三輪統合小学校の校名の決定についての説明とさせていた

だきます。 

 

（片山教育長）       委員から何か意見、御質問ございませんか。 

              なければ採決いたします。 

              議案第２号 吉見・三輪統合小学校の校名決定について、を採決いたしま

す。 

              同意される委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手） 

 

（片山教育長）       挙手全員です。よって、議案第２号 吉見・三輪統合小学校の校名決定に

ついて、を承認いたします。 

 

              議案第３号 丹波市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の

制定について 

 

（片山教育長）       続きまして、議案第３号 丹波市教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則の制定について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、議案第３号 丹波市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る規則の制定について、御説明を申し上げます。 

資料は４ページから１１ページでございます。 

今回の改正は、第２次丹波市立学校適正規模適正配置方針に基づく統合協

議による調整事務について、事務分掌を見直すため、及び現状に合わせて総

務係の名称変更と分掌事務を追加し、社会教育・文化財課、社会教育係の分

掌事務の一部を改正するものでございます。 
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改正内容は、８ページを御覧ください。 

第３条では、「総務係」を「企画総務係」に。「、学校統合準備係」を削除

いたします。そのことにより、その下にあります別表でございますが、９ペ

ージの統合準備係を削除し、その統合準備係の分掌事務を、８ページの企画

総務係と学事係に追加をしております。 

また、１０ページでございますが、社会教育・文化財課の社会教育係の、 

「コミュニティ・スクール」の部分を、「地域学校協働活動」に改正をしてお

ります。 

以上で、丹波市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定に

ついて、の提案説明とさせていただきます。 

 

（片山教育長）       それでは、委員から何か質問、御意見ございませんか。 

              なければ採決いたします。 

              議案第３号 丹波市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の

制定について、を採決いたします。 

              同意される委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手） 

 

（片山教育長）       挙手全員です。よって、議案第３号 丹波市教育委員会事務局組織規則の

一部を改正する規則の制定について、を承認いたします。 

 

              議案第４号 丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例施行

規則の一部を改正する規則の制定について 

 

（片山教育長）       続きまして、議案第４号 丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージア

ム条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、事務局より説明をお

願いいたします。 

 

（小畠社会教育・文化財課長）  それでは、議案第４号 丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム

条例施行規則の一部を改正する規則の制定につきまして、御説明をいたしま

す。 

資料は１２ページを御覧ください。 

水分れフィールドミュージアムでは、現在教育普及専門員として、特定任

期付職員が１名、それから事務補助員、施設管理委員として３名、計４人の

体制で博物館を運営しております。館長につきましては、条例で規制、規定

をしておりますが、社会教育・文化財課長が兼務する、私が兼務をするとい

うことで、館長補佐として、教育普及専門員が日常的な業務等の管理を行っ

ているという状況でございます。 

フィールドミュージアムのリニューアルオープンから３年経過をいたし

まして、さらに専門性を高めた事業の展開や、小学校を含めた子どもたちの

利用促進という点からも、常に常勤する館長を今後、設置をし、地元地域や

友の会との連携によって、運営をさらに充実させていきたいという思いから、

今回規則改正をするものでございます。 

１３ページを御覧ください。 

こちらの新旧対照表では、これは規則の新旧対照表となっております。 

先ほど、常勤館長を置くと言いましたが、ここでは（館長）という条例第

４条のところを削除するという文章になっておりまして、矛盾するように見

えるかもしれませんが、実は、この規則の上に条例というのがございますが、

その条例の中で、現在の条例では第４条というところでは、館長を置くとい



 

 

- 6 - 

うことを規定しております。 

その館長は、社会教育・文化財課長をもって充てるということを、この規

則でうたっているということになっております。今回の改正では、この規則

の第４条、課長が兼務するという規定を削除することで、常勤の館長を置く

ことができるように改正をするものでございます。 

以降、第４条の削除に伴いまして、各条番号の繰り上げを行っているとい

うものでございます。水分れフィールドミュージアムを運営する人数自体が

増えるということではございませんが、館長、教育普及専門員と事務補助員、

施設管理員の４名の体制で、今後運営をしてまいりたいと考えております。 

以上で、説明を終わります。 

 

（片山教育長）       それでは、委員から何か意見、質問はありませんか。 

              なければ採決いたします。 

              議案第４号 丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例施行

規則の一部を改正する規則の制定について、を採決いたします。 

              同意される委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手） 

 

（片山教育長）       挙手全員です。よって、議案第４号 丹波市立氷上回廊水分れフィールド

ミュージアム条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を承認い

たします。 

 

              議案第５号 丹波市教育委員会後援名義の使用承認について 

 

（片山教育長）       続きまして、議案第５号 丹波市教育委員会後援名義の使用承認について、

事務局より説明をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、議案第５号 丹波市教育委員会後援名義の使用承認について、

御提案を申し上げます。 

今回の審議案件は、１件でございます。 

資料１８ページからの崇廣館を再建する会が主催される崇廣館をめぐる

講演会です。 

実施日は、令和６年２月１０日土曜日。実施場所は、柏原自治会館です。 

１９ページは、チラシ、２０ページは、事業計画、２１ページは、収支予

算書、２２ページは、役員名簿、２３ページは、規約となっております。 

丹波市教育委員会後援名義使用許可に関する要綱第３条の許可条件に適

合しており、かつ、要綱第４条の許可の制限に該当していないことから、許

可決定が妥当と判断しております。 

以上で、丹波市教育委員会後援名義の使用承認についての提案説明とさせ

ていただきます。 

 

（片山教育長）       委員から何か意見、質問はありませんか。 

              なければ採決いたします。 

              議案第５号 丹波市教育委員会後援名義の使用承認について、を採決いた

します。 

              同意される委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手） 
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（片山教育長）       挙手全員です。よって、議案第５号 丹波市教育委員会後援名義の使用承

認について、を承認いたします。 

 

日程第５          報告事項 

 

              （１）行事共催・後援等報告 

 

（片山教育長）       日程第５、報告事項に入ります。 

（１）行事共催・後援等報告をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    行事共催・後援等の報告につきましては、資料２６ページに掲載しており 

ますとおり、第２２回山南招待柳川瀬杯中学校バスケットボール大会をはじ        

め、全部で４件でございます。 

今回の報告につきましては、全てが後援依頼となっております。それぞれ

丹波市教育委員会後援等名義使用許可に関する要綱に基づき、許可条件に適

合し、特に問題がないということと、公的または恒例の行事であるため、専

決処分により許可をしたもので、報告とさせていただきます。 

 

（片山教育長）       ただいまの報告につきまして、何か質問はありませんか。 

質問がなければ、行事共催・後援等報告を終わります。 

 

              （２）学校給食費の改正について 

 

（片山教育長）       続きまして、（２）学校給食費の改正について、をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    学校給食費の改正についての報告等をさせていただきます。 

資料につきましては、２７ページでございます。 

              近年、学校給食に使用する食材につきましては、物価高騰による値上げの

影響から高額となっている状況でございます。 

学校給食法では、給食費は、給食を提供する上で要した食材費相当額とさ

れていますが、現在では給食費で賄えておらず、差額については、市が負担

をしている状況でございます。そのような状況を踏まえ、丹波市学校給食運

営協議委員会においても御協議をいただき、令和６年４月から、児童生徒に

つきましては、これまでどおり据え置き、食材費の高騰分は市が負担するも

のといたしますが、教職員、実習生及び学校給食センターの職員につきまし

ては、食材費高騰分を含めた額に改め、負担いただくものといたしました。 

２７ページの通知につきましては、本日報告させていただいた後に、関係

機関へ通知をさせていただきたいと考えております。 

以上で、学校給食費の改正についての報告とさせていただきます。 

 

（片山教育長）       ただいまの報告につきまして、何か質問はありませんか。 

 

（𠮷竹教育長職務代理者）  １点お尋ねをしたいのですが、氷上特別支援学校の教職員の皆さんも、給

食を食されているのですね。氷上特支の教職員の方の改定というのは、この

一覧表にないのですが、その辺りはどうなっておりますでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    氷上特支の教職員についても同様に改定をするということになります。加

えていきます。 

 

（片山教育長）       ほかございませんか。 
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質問がなければ、学校給食費の改正について、を終わります。 

 

日程第６          その他 

 

（片山教育長）       日程第６、その他に入ります。 

その他、各課から連絡事項はありませんか。 

 

（足立教育総務課長）    １点報告をさせていただきます。 

メジャーリーグで活躍されています大谷翔平選手から、小学校へのジュニ

ア用グローブ３個の寄付について、でございます。既に新聞報道等をされて

おりますが、１月１６日火曜日に教育委員会へ届きまして、それ以降１９日

金曜日までに全小学校へ配付をいたしました。その旨、報告をさせていただ

きます。 

以上でございます。 

 

（片山教育長）       大谷翔平選手のグローブについて、何か御質問ございませんか。 

それでは、その他の連絡事項を終わります。 

ほかにございませんか。 

 

（𠮷竹教育長職務代理者）  すいません。以前に区域外就学について、距離的理由の項が追加をされて、

確か１０月末を締め切りで、申請があったものについては対応しますという

ことを決めていただいたと思うのですが、それを踏まえて最終的に、どうい

う状況になっておりますか。 

 

（足立教育総務課長）    来年度の入学、もしくは途中からということも踏まえてですが、現在のと

ころ申請はないという状況でございます。 

 

（片山教育長）       ほかございませんか。よろしいですか。 

 

日程第７          次回定例教育委員会の開催日程 

 

              （１）定例教育委員会 

 

（片山教育長）       それでは、日程第７、次回定例教育委員会の開催日程について、事務局か

らお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    次回の定例教育委員会でございますが、２月２２日木曜日、午前９時から

の開催でお諮りします。 

会場につきましては、山南支所庁舎、教育委員会会議室です。 

事務局からは以上でございます。 

 

（片山教育長）       それぞれ各委員さんの御都合はいかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは、以上をもちまして全日程が終了しましたので、本日の定例教育

委員会を閉会します。 

御苦労さんでございました。ありがとうございました。 

 


